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社会的評価項目の実績調書

次の「社会的評価項目の実績」のうち、☑を記したものについては、公告等に定める審査基準を満たす実績があることを申請し、その実績を証明する資料を別添のとおり提出します。
なお、実績を証明する資料として提出する書類については、事実と相違ないことを誓約します。
また、誓約したにも関わらず、万一、虚偽の記載が認められた場合には、指名停止等いかなる措置を講じられても一切異議の申し立ては致しません。

	社会的評価項目の実績
	証明する資料

	□⑴　障害者施策に対する取組実績があること。
【評価対象の実績】
障害者雇用促進法第４３条第７項の規定による厚生労働大臣への報告義務が
ア　ある場合は申請日（基準日）直前の６月１日現在において
イ　ない場合は申請日（基準日）において
	次のいずれかの書類を提出します。

ア　厚生労働大臣への報告義務がある場合は、公共職業安定所に提出した「障害者雇用状況報告書（事業主控）」の写し
イ　厚生労働大臣への報告義務がない場合は、「障害者雇用状況調書（別紙様式１）」

	□①　障害者雇用率が２．５％以上５．０％未満です。
	

	□②　障害者雇用率が５．０％以上です。
	

	□⑵　環境施策に対する取組実績があること。
【評価対象の実績】
本市と契約を締結する権限を有している事業所が、次の①から③までのいずれか（☑を記したもの）について、認証取得又は認証・登録し若しくは認定を受けています。
	次のいずれかの書類を提出します。

	□①　IＳＯ１４００１を認証取得
	登録証及び認証範囲の分かる付属書の写し(認証された事業所・範囲、有効期限が確認できるもの)

	□②　IＳＯ１４００５を認証取得
	

	□③　エコアクション２１の認証・登録
	登録証及び認証範囲の分かる付属書の写し(認証された事業所・範囲、有効期限が確認できるもの)

	□⑶　子育て支援施策に対する取組実績があること。
【評価対象の実績】
次の①から③までのいずれか（☑を記したもの）について実績があります。
	次のいずれかの書類を提出します。

	□①　（常時雇用する労働者の数が１００人以下の事業主）次世代育成支援対策推進法第１２条第５項の規定に基づく一般事業主行動計画を策定しています。
	①　所轄都道府県労働局長に提出した一般事業主行動計画の写し（受付印のあるもの）

	□②　（常時雇用する労働者の数が１０１人以上の事業主）一般事業主行動計画に関し、次世代育成支援対策推進法第１３条又は第１５条の２による認定を受けています。
	②　所轄都道府県労働局長が発出した基準適合（認定）一般事業主認定通知書の写し

	□③　申請日（基準日）前５年以内に、こども家庭庁が行う「未来をつくる　こどもまんなかアワード」を受けています。
	③　表彰状の写し

	□⑷　男女共同参画に対する取組実績があること。
【評価対象の実績】
申請日（基準日）前５年以内に、内閣府が行う女性のチャレンジ支援策に基づく「女性のチャレンジ賞」、「女性のチャレンジ支援賞」又は「女性のチャレンジ賞特別部門賞」を
□　受けています。
□　代表者として受けています。
	表彰状の写しを提出します。

	□⑸　女性の職業生活における活躍の推進の取組実績があること
【評価対象の実績】
次のア及びイのいずれか（☑を記したもの）について実績があります。
	次のいずれかの書類を提出します。

	□ア　常時雇用する労働者の数が１００人以下の事業者の場合
申請日（基準日）において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第８条第７項の規定に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、所轄都道府県労働局長に届け出ています。
	ア　所轄都道府県労働局長に届け出た一般事業主行動計画の写し（受付印のあるもの）

	□イ　常時雇用する労働者の数が１０１人以上の事業者の場合
申請日（基準日）において女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第８条第１項の規定に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、所轄都道府県労働局長に届出をし、同法第９条又は第１２条の規定に基づく厚生労働大臣の認定を受けています。
	イ　所轄都道府県労働局長が発行した基準適合（認定）一般事業主認定通知書の写し

	□⑹　青少年の雇用の促進等への取組実績があること
【評価対象の実績】
申請日（基準日）において、青少年の雇用の促進等に関する法律第１５条に基づく認定を受けています。
	次の書類を提出します。

各都道府県労働局が交付する基準適合事業主認定通知書の写し

	□⑺　ビジネスと人権に関する取組実績があること
	次のいずれかの書類を提出します。
⑴　「Myじんけん宣言」の写し
⑵　公開の人権方針の写し


≪記入要領等≫
１　「社会的評価項目の取組状況」のうち、公告に定める審査基準を満たすものについて申請しようとする場合には、その評価対象に☑を記入するとともに、様式に応じて、【社会的評価項目の実績】の欄にはその実績の内容等を記入してください。
２　☑に記した実績に応じた「証明する資料」を提出してください。
1
